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軌道運転規則制定についての一部改正について 

 

 

標記について、「軌道運転規則制定について」（昭和２９年５月１３日付け鉄運第４９

号）を下記のとおり改正したので、了知するとともに貴下軌道経営者を指導されたい。 

 

 

記 

 

 

「軌道運転規則制定について」（昭和２９年５月１３日付け鉄運第４９号）の一部を別

紙のとおり改正する。 

 

 


